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株券等に関する業務規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（会社からの決議等の通知） 

第 6条 株券の発行者は、次に掲げる事項その他の

当該株券に関する権利等に係る重要な事項につ

いて決議若しくは決定を行った場合又は規程第

12 条第 3 項各号に該当した場合は、その内容を

機構に対して通知（第 4号から第 8号まで及び第

24 号に掲げる事項にあっては、株券提出案内及

び自己株式預託通知書を含む。）するものとする。

その株券について証券取引所への上場の廃止（以

下この条及び次条において「上場廃止」という。）

の原因となる事実が発生した場合も同様とする。

(1) 会社法第202条の規定に基づく募集株式の割

当て 

(2) 公募又は公募及び売出しの実施 

(3) 公募又は公募及び売出しの条件の決定 

(4)～(7) （略） 

 (8) 株式の併合若しくは分割又は株式無償割当

て 

(9) 会社法第108条の規定に基づく種類株式の発

行 

 (10) 会社法第 188 条の規定に基づく定款の定め

（単元株式数）の制定又は廃止 

(11) 単元株式数の変更 

(12) （略） 

(13) 会社法第 194 条第 1 項の規定に基づく定款

の定め（単元未満株式売渡請求）の制定又は廃

止 

 (14) 会社法第 124 条第 1 項に規定する基準日の

設定 

(15)・(16) （略） 

(17) 株主名簿管理人の設置又は変更 

(18) 株主名簿管理人事務取扱場所又は同取次所

の設置又は変更 

 (19) （略） 

 (20) 上場取引所の追加又は一部廃止 

(21)・(22) （略） 

 (23) 機構との連絡部署の変更 

（会社からの決議等の通知） 

第 6条 株券の発行者は、次に掲げる事項その他の

当該株券に関する権利等に係る重要な事項につ

いて決議若しくは決定を行った場合又は規程第

12 条第 3 項各号に該当した場合は、その内容を

機構に対して通知するものとする。その株券につ

いて証券取引所への上場の廃止（以下次条におい

て「上場廃止」という。）の原因となる事実が発

生した場合も同様とする。 

 

 

(1) 株主割当てによる新株の発行 

 

(2) 公募又は売出しの実施 

(3) 資本の減少 

(4)～(7) （略） 

(8) 株式の併合又は分割 

 

(9) 株式の種類の変更 

 

(10) 単元株制度の採用又は廃止 

 

(11) 1 単元の株式の数の変更 

(12) （略） 

(13) 商法第 221 条ノ 2 第 1 項の規定に基づく定

款の定めの制定又は廃止 

 

(14) 名義書換の臨時停止 

 

(15)・(16) （略） 

(17) 名義書換代理人の設置又は変更 

(18) 名義書換代理人事務取扱場所又は同取次所

の設置又は変更 

 (19) （略） 

 (20) 代表者の変更 

(21)・(22) （略） 

（新設） 
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 (24) 取得条項付株式又は全部取得条項付種類株

式の取得 

2 新株予約権付社債券の発行者は、新株予約権付

社債の発行の決議を行った場合は、機構に対して

その決議内容を通知するとともに、規程第 9条第

2 号に規定する新株予約権付社債券の発行者は

次の第 1号から第 3号までに掲げる書類を、規程

第9条第4号に規定する新株予約権付社債券の発

行者は次の第 2 号から第 7 号までに掲げる書類

を、それぞれ提出するものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 当該新株予約権付社債に係る社債管理者又

は財務代理人（発行事務、期中事務及び元利金

支払事務の委託を会社から受けた事務代行会

社（銀行、信託会社又は担保付社債信託法第 5

条の免許を受けた会社に限る。）をいう。以下

同じ。）が設置される場合は、社債管理委託契

約書及び元利金支払事務委託契約書の各写 

(5)～(7) （略） 

3 新株予約権付社債券の発行者は、次に掲げる事

項その他の当該新株予約権付社債券に関する権

利等に係る重要な事項について決議若しくは決

定又はこれらに該当した場合は、その内容を機構

に対して通知するものとする。規程第 9条第 2号

に規定する新株予約権付社債券について上場廃

止の原因となる事実が発生した場合も同様とす

る。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 社債管理委託契約の変更、代表社債管理者の

変更又は財務代理人の変更 

 (5)～(11) (略) 

 (12) 取得条項付新株予約権付社債の取得 

 (13) 合併、会社分割、株式交換及び株式移転に

伴う新株予約権付社債券の承継 

4 投資証券の発行者は、次に掲げる事項その他の

当該投資証券に関する権利等に係る重要な事項

について決議又は決定を行った場合は、その内容

を機構に対して通知するものとする。その投資証

券について上場廃止の原因となる事実が発生し

た場合も同様とする。 

（新設） 

 

2 新株予約権付社債券の発行者は、新株予約権付

社債の発行の決議を行った場合は、機構に対して

その決議内容を通知するとともに、規程第 9条第

2 号に規定する新株予約権付社債券の発行者は

次の第 1号から第 3号までに掲げる書類を、規程

第9条第4号に規定する新株予約権付社債券の発

行者は次の第 2 号から第 7 号までに掲げる書類

を、それぞれ提出するものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 当該新株予約権付社債に係る社債管理会社

又は財務代理人（発行事務、期中事務及び元利

金支払事務の委託を会社から受けた事務代行

会社（銀行、信託会社又は担保附社債信託法第

5 条の免許を受けた会社に限る。）をいう。以

下同じ。）が設置される場合は、社債管理委託

契約書及び元利金支払事務委託契約書の各写 

(5)～(7) （略） 

3 新株予約権付社債券の発行者は、次に掲げる事

項その他の当該新株予約権付社債券に関する権

利等に係る重要な事項について決議若しくは決

定又はこれらに該当した場合は、その内容を機構

に対して通知するものとする。規程第 9条第 2号

に規定する新株予約権付社債券について証券取

引所への上場の廃止の原因となる事実が発生し

た場合も同様とする。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 社債管理委託契約の変更、代表社債管理会社

の変更又は財務代理人の変更 

 (5)～(11) (略) 

（新設） 

（新設） 

 

4 投資証券の発行者は、次に掲げる事項その他の

当該投資証券に関する権利等に係る重要な事項

について決議又は決定を行った場合は、その内容

を機構に対して通知するものとする。その投資証

券について証券取引所への上場の廃止の原因と

なる事実が発生した場合も同様とする。 
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 (1) 公募又は公募及び売出しの実施 

 (2) 公募又は公募及び売出しの条件の決定 

(3)・(4) （略） 

 (5) 投資口の併合 

 

 (6) 投資信託及び投資法人に関する法律第 77 条

の 3第 2項に規定する基準日の設定 

(7)・(8) （略） 

 (9) 投資主名簿等管理人の変更 

 (10) 投資主名簿等管理人事務取扱場所又は同取

付所の設置又は変更 

(11) （略） 

(12) 上場取引所の追加又は一部廃止 

(13)・(14) （略） 

 (15) 機構との連絡部署の変更 

5 協同組織金融機関は、次に掲げる事項その他の

当該協同組織金融機関に関する権利等に係る重

要な事項について決議又は決定を行った場合は、

その内容を機構に対して通知するものとする。そ

の協同組織金融機関の優先出資証券について上

場廃止の原因となる事実が発生した場合も同様

とする。 

 (1) 協同組織金融機関優先出資法第8条の規定に

基づく募集優先出資の割当て 

(2) 公募又は公募及び売出しの実施 

(3) 公募又は公募及び売出しの条件の決定 

(4)・(5) （略） 

 (6) 優先出資の消却 

 

 (7) （略） 

 (8) 協同組織金融機関優先出資法第5条第2項の

規定に基づく種類優先出資の発行 

 (9) 協同組織金融機関優先出資法第 26 条におい

て準用する会社法第124条第1項の規定に基づ

く基準日の設定 

 (10)・(11) （略） 

 (12) 優先出資者名簿管理人の設置又は変更 

 (13) 優先出資者名簿管理人事務取扱場所又は同

取次所の設置又は変更 

 (14) （略） 

 (1) 公募又は売出しの実施 

（新設） 

(2)・(3) （略） 

 (4) 投資口の併合（商法第 215 条第 1項及び第 2

項の規定を準用する場合に限る。） 

 (5) 名義書換の臨時停止 

 

(6)・(7) （略） 

 (8) 名義書換事務受託者の変更 

 (9) 名義書換事務受託者事務取扱場所又は同取

付所の設置又は変更 

(10) （略） 

(11) 代表者の変更 

(12)・(13) （略） 

（新設） 

5 協同組織金融機関は、次に掲げる事項その他の

当該協同組織金融機関に関する権利等に係る重

要な事項について決議又は決定を行った場合は、

その内容を機構に対して通知するものとする。そ

の協同組織金融機関の優先出資証券について証

券取引所への上場の廃止の原因となる事実が発

生した場合も同様とする。 

 (1) 優先出資者割当てによる新優先出資の発行 

 

(2) 公募又は売出しの実施 

（新設） 

(3)・(4) （略） 

 (5) 優先出資の消却（商法第 215 条第 1項及び第

2項の規定を準用する場合に限る。） 

 (6) （略） 

 (7) 優先出資の種類の変更 

 

 (8) 名義書換の臨時停止 

 

 

 (9)・(10) （略） 

 (11) 名義書換代理人の設置又は変更 

 (12) 名義書換代理人事務取扱場所又は同取次所

の設置又は変更 

 (13) （略） 
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 (15) 上場取引所の追加又は一部廃止 

(16)・(17) （略） 

 (18) 機構との連絡部署の変更 

 

6 （略） 

7 受益証券の発行者は、次に掲げる事項その他の

当該受益証券に関する権利等に係る重要な事項

について決議又は決定を行った場合は、その内容

を機構に対して通知するものとする。その受益証

券について上場廃止の原因となる事実が発生し

た場合も同様とする。 

 (1) （略） 

 (2) 発行者の商号、資本金の額又は本店所在地の

変更 

 (3) 発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資

信託契約に係る事業譲渡 

 (4) 上場取引所の追加又は一部廃止 

 (5) 機構との連絡部署の変更 

 (6) （略） 

8 前各項の通知は、通知すべき事項の公表後、所

定の通知書の提出により行うものとする。これら

の場合において、定款（投資証券の発行者にあっ

ては規約、受益証券の発行者にあっては投資信託

約款）及び株式取扱規則（投資証券の発行者にあ

っては投資口取扱規則、協同組織金融機関にあっ

ては優先出資取扱規則）が変更された場合には、

当該変更後の定款及び株式取扱規則をも提出す

るものとする。 

 (14) 代表者の変更 

(15)・(16) （略） 

 (17) 優先出資証券の上場の廃止の原因となる事

実の発生 

6 （略） 

7 受益証券の発行者は、次に掲げる事項その他の

当該受益証券に関する権利等に係る重要な事項

について決議又は決定を行った場合は、その内容

を機構に対して通知するものとする。その受益証

券について証券取引所への上場の廃止の原因と

なる事実が発生した場合も同様とする。 

 (1) （略） 

 (2) 発行者の商号、資本の額又は本店所在地の変

更 

 (3) 発行者の業務の廃止若しくは合併又は投資

信託契約に係る営業譲渡 

（新設） 

（新設） 

 (4) （略） 

8 前各項の通知は、通知すべき事項の公表後、所

定の通知書の提出により行うものとする。 

  

（取扱株券等の廃止等の取扱い） 

第 7 条 規程第 12 条第 1 項から第 3 項までの規定

により有価証券を機構の行う保管振替業におい

て取り扱わないものとした場合は、機構は、次の

各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日に

当該株券等の取扱いを廃止するものとする。 

 (1) （略） 

 (2) 前号の規定にかかわらず、株券の発行者の破

産手続、再生手続、更生手続又は解散の事由に

より上場廃止となる場合であって、次のイから

ニまでのいずれかに規定するとき 

（取扱株券等の廃止等の取扱い） 

第 7 条 規程第 12 条第 1 項から第 3 項までの規定

により有価証券を機構の行う保管振替業におい

て取り扱わないものとした場合は、機構は、次の

各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日に

当該株券等の取扱いを廃止するものとする。 

 (1) （略） 

 (2) 前号の規定にかかわらず、株券の発行者の破

産手続、再生手続、更生手続、整理又は解散の

事由により上場廃止となる場合であって、次の

イ、ロ又はハに規定するとき 
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   イ 規程第 12 条第 3項第 1号のとき 

     資本金の額の減少の効力発生日又は機

構がこれを知った日の翌日以降の日であ

って、あらかじめ参加者に通知した日 

ロ （略） 

   ハ 規程第 12 条第 3項第 3号のとき 

     清算結了の登記を行った日又は機構が

これを知った日の翌日以降の日であって、

あらかじめ参加者に通知した日 

   ニ イからハまで以外のとき 

     （略） 

2 規程第12条第1項から第3項までに規定する取

扱株券等の預託及び交付は、次のとおり取り扱う

ものとする。 

(1）（略） 

 (2) 交付の取扱い 

参加者は、取引所取引に係る最終売買決済日

の翌日以降の日であって、機構があらかじめ指

定する日までに、第 55 条に規定する交付請求

をしなければならない。ただし、株券の発行者

が規程第 12 条第 3 項各号に該当する場合は、

本文の規定にかかわらず、前項第 2号イからハ

までのいずれかに規定する日から機構があら

かじめ周知のうえ定める日まで、取扱廃止後株

券の交付請求を行うことができる。 

3 （略） 

   イ 規程第 12 条第 3項第 1号のとき 

     資本の減少の効力発生日又は機構がこ

れを知った日の翌日以降の日であって、あ

らかじめ参加者に通知した日 

ロ （略） 

（新設） 

 

 

 

   ハ イ及びロ以外のとき 

     （略） 

2 規程第12条第1項から第3項までに規定する取

扱株券等の預託及び交付は、次のとおり取り扱う

ものとする。 

(1）（略） 

 (2) 交付の取扱い 

参加者は、取引所取引に係る最終売買決済日

の翌日以降の日であって、機構があらかじめ指

定する日までに、第 55 条に規定する交付請求

をしなければならない。ただし、株券の発行者

が規程第 12 条第 3 項各号に該当する場合は、

本文の規定にかかわらず、前項第 2号イ又はロ

に規定する日から機構があらかじめ周知のう

え定める日まで、取扱廃止後株券の交付請求を

行うことができる。 

3 （略） 

  

（区分口座の取扱い） 

第 9条 （略） 

2 機構は、区分口座ごとに、預託目的に応じて、

参加者コードの末尾 2 桁を利用した次に定める

番号の範囲で口座区分コードを付番する。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 単元未満整理分、単元未満売渡管理分又は自

己株式（金庫株）管理分 

 (8)・(9) （略） 

（区分口座の取扱い） 

第 9条 （略） 

2 機構は、区分口座ごとに、預託目的に応じて、

参加者コードの末尾 2 桁を利用した次に定める

番号の範囲で口座区分コードを付番する。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 単元未満整理分、単元未満買増管理分又は自

己株式（金庫株）管理分 

 (8)・(9) （略） 

  

（参加者からの株券の預託） 

第 22 条 （略） 

2 （略） 

（参加者からの株券の預託） 

第 22 条 （略） 

2 （略） 
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3 前 2 項の場合において、大券又は単元未満株券

を預託するときは、大券と 1株券（定款で単元株

式数を定める会社の株式にあっては当該単元株

式数を表象する株券）及び単元未満株券とに所定

の方法により分別し、単純預託書又は振替預託書

に所要の記載をしなければならない。 

4 規程第36条第4項に規定する株券喪失登録がさ

れていないことの確認は、参加者が会社（株主名

簿管理人を置く場合は、当該株主名簿管理人）に

対して行う確認及び機構が運営する「株券喪失登

録情報等照会システム」による確認をいう。 

5～7 （略） 

3 前 2 項の場合において、大券又は単元未満株券

を預託するときは、大券と 1株券（定款で 1単元

の株式の数を定める会社の株式にあっては 1 単

元の株式の数の株券）及び単元未満株券とに所定

の方法により分別し、単純預託書又は振替預託書

に所要の記載をしなければならない。 

4 規程第36条第4項に規定する株券喪失登録がさ

れていないことの確認は、参加者が会社（名義書

換代理人を置く場合は、当該名義書換代理人）に

対して行う確認及び機構が運営する「株券喪失登

録情報等照会システム」による確認をいう。 

5～7 （略） 

  

（大口預託の取扱い） 

第 24 条の 2 参加者は、第 22 条の規定にかかわら

ず、自己の有する株券及び顧客から預託を受けた

株券を 20 万株（定款で単元株式数を定める会社

の株式にあっては 20 万株に当該単元株式数を乗

じた株数）を超えて機構に預託する場合は、当該

株券の銘柄及び株式数等を、事前に書面により機

構に報告し、機構は、当該預託に係る預託日数及

び預託の方法を当該参加者に通知する。 

（大口預託の取扱い） 

第 24 条の 2 参加者は、第 22 条の規定にかかわら

ず、自己の有する株券及び顧客から預託を受けた

株券を 20 万株（定款で 1 単元の株式の数を定め

る会社の株式にあっては 20 万株に当該 1 単元の

株式の数を乗じた株数）を超えて機構に預託する

場合は、当該株券の銘柄及び株式数等を、事前に

書面により機構に報告し、機構は、当該預託に係

る預託日数及び預託の方法を当該参加者に通知

する。 

  

（新株式の交付の場合における配分明細データ） 

第 25 条 機構は、株券発行日の 3 営業日前の日ま

でに、会社から規程第 40 条第 1 項の通知の内容

のデータ（以下「配分明細データ」という。）の

通知を、コンピュータ・システムからデータをフ

ァイルとして伝送する方式のうち機構が適当と

認める方法（第 67 条において「会社・機構間フ

ァイル伝送」という。）により受けるものとする。

ただし、預託株券の株式について会社の合併、株

式交換若しくは株式移転による株式の交付又は

株主に募集株式の割当てを受ける新株の引受権

を与えてする株式の交付による新株式の数が預

託株券の株式の数と同数であることにより、会社

が配分明細データを機構に通知しない場合は、こ

の限りでない。 

2・3 （略） 

（新株発行の場合における配分明細データ） 

第 25 条 機構は、株券発行日の 3営業日前の日（株

主に新株引受権を与えてする株式の発行の場合

は、機構が定める日）までに、会社から規程第

40 条第 1 項の通知の内容のデータ（以下「配分

明細データ」という。）の通知を、コンピュータ・

システムからデータをファイルとして伝送する

方式のうち機構が適当と認める方法（第 67 条に

おいて「会社・機構間ファイル伝送」という。）

により受けるものとする。ただし、預託株券の株

式について会社の株式交換、株式移転、合併又は

分割により発行する新株式の数が預託株券の株

式の数と同数であることにより、会社が配分明細

データを機構に通知しない場合は、この限りでな

い。 

2・3 （略） 
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（株式の併合等の場合における参加者口座簿等の

記載又は記録の変更） 

第 26 条 預託株券の株式について株式の併合若し

くは分割又は株式無償割当て（以下この条におい

て「株式の併合又は分割等」という。）があった

場合の参加者口座簿及び顧客口座簿の記載又は

記録の変更等については、次に定めるところによ

る。 

 (1) 参加者は、原則として、機構が株券発行日の

3営業日前の日までに配分明細データを受ける

こととなる場合は、あらかじめ参加者自己分及

び顧客分の預託株式数（株式無償割当ての場合

は自己株式に係る株式の数を控除した預託株

式数）を確定し、実質株主ごとの預託株式数に

当該併合又は分割等の比率を乗じて算出した

株式数（以下「新預託株式数」という。）の総

数を、当該併合又は分割等の効力発生日の前営

業日に機構に申告しなければならない。 

(2)・(3) （略） 

（株式の併合等の場合における参加者口座簿等の

記載又は記録の変更） 

第 26 条 預託株券の株式について株式の併合又は

分割等があった場合の参加者口座簿及び顧客口

座簿の記載又は記録の変更等については、次に定

めるところによる。 

 

 

 (1) 参加者は、原則として、機構が株券発行日の

3営業日前の日までに配分明細データを受ける

こととなる場合は、あらかじめ参加者自己分及

び顧客分の預託株式数を確定し、実質株主ごと

の預託株式数に当該併合又は分割等の比率を

乗じて算出した株式数（以下「新預託株式数」

という。）の総数を、当該併合又は分割等の効

力発生日の前営業日に機構に申告しなければ

ならない。 

 

(2)・(3) （略） 

  

（会社の吸収合併、吸収分割又は株式交換の場合に

おける参加者口座簿等の記載又は記録の変更） 

第 27 条 会社が吸収合併を行った場合は、機構及

び参加者は、当該吸収合併の効力発生日の前営業

日における機構の業務取扱時間の終了後に、参加

者口座簿又は顧客口座簿の吸収合併消滅会社（吸

収合併により消滅する会社をいう。次項において

同じ。）の発行する株券に係る預託株式数等の抹

消について記載し、又は記録するとともに、当該

吸収合併の効力発生日に、これらの口座簿に当該

預託株式数に対して交付されるべき新株式につ

き、吸収合併存続会社（吸収合併後存続する会社

をいう。次項において同じ。）の株式又は新株式

として記載し、又は記録しなければならない。 

2 前条の規定は、吸収合併消滅会社の発行する株

券に係る預託株式数と当該預託株式数につき吸

収合併存続会社の交付すべき新株式の数が同数

でない場合に準用する。この場合において、同条

第 1号中「当該併合又は分割等の比率」とあるの

（合併の場合における参加者口座簿等の記載又は

記録の変更） 

第 27 条 会社が合併を行った場合は、機構及び参

加者は、合併登記日における機構の業務取扱時間

の終了後に、参加者口座簿又は顧客口座簿の被合

併会社の発行する株券に係る預託株式数等の抹

消について記載し、又は記録するとともに、当該

合併登記日の翌日に、これらの口座簿に当該預託

株式数に対して発行されるべき新株式につき、そ

の合併会社の株式又は新株式として記載し、又は

記録しなければならない。 

2 前条の規定は、被合併会社の発行する株券に係

る預託株式数と当該預託株式数につき合併会社

の発行すべき新株式の数が同数でない場合に準

用する。この場合において、同条第 1号中「当該

併合又は分割等の比率」とあるのは「当該合併比

率」と、同号及び第 2号中「当該併合又は分割等

の効力発生日」とあるのは「当該合併期日」と読

み替えるものとする。 
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は「当該合併比率」と、同号及び第 2号中「当該

併合又は分割等の効力発生日」とあるのは「会社

法第 749 条第 1項第 6号に規定する効力発生日」

と読み替えるものとする。 

3 会社が吸収分割を行った場合は、機構及び参加

者は、当該吸収分割の効力発生日に、参加者口座

簿又は顧客口座簿に当該預託株式数として交付

されるべき新株式につき、吸収分割承継会社（当

該吸収分割により事業を承継した会社をいう。次

項において同じ。）の株式又は新株式として記載

し、又は記録しなければならない。 

4 前条の規定は、吸収分割会社（吸収分割をする

会社をいう。）の発行する株券に係る預託株式数

と当該預託株式数につき吸収分割承継会社の交

付すべき新株式の数が同数でない場合に準用す

る。この場合において、同条第 1号中「当該併合

又は分割等の比率」とあるのは「当該吸収分割に

よる新株式の割当比率」と、同号及び第 2号中「当

該併合又は分割等の効力発生日」とあるのは「会

社法第 758 条第 7号に規定する効力発生日」と読

み替えるものとする。 

5 会社が完全子会社となる株式交換を行った場合

は、機構及び参加者は、当該株式交換の効力発生

日の前営業日における機構の業務取扱時間の終

了後に、参加者口座簿又は顧客口座簿の株式交換

完全子会社（株式交換をする会社をいう。以下こ

の項及び次項において同じ。）の発行する株券に

係る預託株式数等の抹消について記載し、又は記

録するとともに、当該株式交換の効力発生日に、

これらの口座簿に当該預託株式数に対して交付

されるべき新株式につき、その株式交換完全親会

社（完全交換子会社の発行済株式の全部を取得す

る会社をいう。次項において同じ。）の株式又は

新株式として記載し、又は記録しなければならな

い。 

6 前条の規定は、株式交換完全子会社の発行する

株券に係る預託株式数と当該預託株式数につき

株式交換完全親会社の交付すべき新株式の数が

同数でない場合に準用する。この場合において、

同条第 1号中「当該併合又は分割等」とあるのは



9 

「当該株式交換比率」と、同号及び第 2号中「当

該併合又は分割等の効力発生日」とあるのは「会

社法第 768 条第 1 項第 6 号に規定する効力発生

日」と読み替えるものとする。 

  

（会社の新設合併、新設分割又は株式移転の場合に

おける参加者口座簿等の記載又は記録の変更） 

第 28 条 会社が新設合併を行った場合は、機構及

び参加者は、当該新設合併設立会社（新設合併に

より設立する会社をいう。以下この項及び次項に

おいて同じ。）の成立の日（設立登記日）におけ

る機構の業務取扱時間の終了後に、参加者口座簿

又は顧客口座簿の新設合併消滅会社（新設合併に

より消滅する会社をいう。次項において同じ。）

の発行する株券に係る預託株式数等の抹消につ

いて記載し、又は記録するとともに、当該新設合

併設立会社の成立の日（設立登記日）の翌日に、

これらの口座簿に当該預託株式数に対して交付

されるべき新株式につき、その新設合併設立会社

の株式として記載し、又は記録しなければならな

い。 

2 第 26 条の規定は、新設合併消滅会社の発行する

株券に係る預託株式数と当該預託株式数につき

新設合併設立会社の交付すべき株式の数が同数

でない場合に準用する。この場合において、同条

第 1号中「当該併合又は分割等」とあるのは「当

該合併比率」と、同号及び第 2号中「当該併合又

は分割等の効力発生日」とあるのは「会社法第 754

条第1項に規定する日」と読み替えるものとする。

3 会社が新設分割を行った場合は、機構及び参加

者は、当該新設分割設立会社（新設分割により設

立する会社をいう。以下この項及び次項において

同じ。）の成立の日（設立登記日）の翌日に、参

加者口座簿又は顧客口座簿に当該預託株式数と

して交付されるべき新株式につき、当該新設分割

設立会社の株式として記載し、又は記録しなけれ

ばならない。 

4 第 26 条の規定は、新設分割会社（新設分割をす

る会社をいう。）の発行する株券に係る預託株式

数と当該預託株式数につき新設分割設立会社の

（株式交換又は株式移転の場合における参加者口

座簿等の記載又は記録の変更） 

第 28 条 会社が完全子会社となる株式交換又は株

式移転を行った場合は、機構及び参加者は、その

株式交換の日の前営業日又は株式移転登記日に

おける機構の業務取扱時間の終了後に、参加者口

座簿又は顧客口座簿の当該会社の発行する株券

に係る預託株式数等の抹消について記載し、又は

記録するとともに、当該株式交換の日又は株式移

転登記日の翌日に、これらの口座簿に当該預託株

式数に対して発行されるべき新株式につき、その

完全親会社となった会社の株式又は新株式とし

て記載し、又は記録しなければならない。 

2 第 26 条の規定は、完全子会社となる会社の発行

する株券に係る預託株式数と当該預託株式数に

つきその完全親会社となった会社の発行すべき

新株式の数が同数でない場合に準用する。この場

合において、同条第 1号中「当該併合又は分割等

の比率」とあるのは「当該株式交換比率又は株式

移転比率」と、「当該併合又は分割等の効力発生

日の前営業日」とあるのは「株券提出期日」と読

み替えるものとする。 
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交付すべき株式の数が同数でない場合に準用す

る。この場合において、同条第 1号中「当該併合

又は分割等」とあるのは「当該新設分割による株

式の割当比率」と、同号及び第 2号中「当該併合

又は分割等の効力発生日」とあるのは「会社法第

764 条第 1項に規定する日」と読み替えるものと

する。 

5 会社が完全子会社となる株式移転を行った場合

は、機構及び参加者は、当該株式移転設立完全親

会社（株式移転により設立する会社をいう。以下

この項及び次項において同じ。）の成立の日（設

立登記日）における機構の業務取扱時間の終了後

に、参加者口座簿又は顧客口座簿の株式移転完全

子会社（株式移転をする会社をいう。次項におい

て同じ。）の発行する株券に係る預託株式数等の

抹消について記載し、又は記録するとともに、当

該株式移転設立完全親会社の成立の日（設立登記

日）の翌日に、これらの口座簿に当該預託株式数

に対して交付されるべき新株式につき、その株式

移転設立完全親会社の株式として記載し、又は記

録しなければならない。 

6 第 26 条の規定は、株式移転完全子会社の発行す

る株券に係る預託株式数と当該預託株式数につ

き株式移転設立完全親会社の交付すべき株式の

数が同数でない場合に準用する。この場合におい

て、同条第 1号中「当該併合又は分割等」とある

のは「当該株式移転比率」と、同号及び第 2号中

「当該併合又は分割等の効力発生日」とあるのは

「会社法第 774 条第 1項に規定する日」と読み替

えるものとする。 

  

（全部取得条項付種類株式を取得する場合におけ

る参加者口座簿等の記載又は記録の変更） 

第 29 条 会社が全部取得条項付種類株式を取得

し、対価として当該会社の他の株式を交付する場

合は、機構及び参加者は、当該会社が全部取得条

項付種類株式を取得する日（会社法第 171 条第 1

項第 3号に規定する取得日をいう。次項において

同じ。）の前営業日における機構の業務時間終了

後に、参加者口座簿又は顧客口座簿の当該全部取

（会社の新設分割の場合における参加者口座簿等

の記載又は記録の変更） 

第 29 条 会社が新設分割を行った場合は、機構及

び参加者は、当該新設分割により設立された会社

の登記日の翌日に、参加者口座簿又は顧客口座簿

に当該預託株式数に対して発行されるべき株式

につき、当該新設分割により設立された会社の株

式として記載し、又は記録しなければならない。

2 第 26 条の規定は、新設分割をする会社の発行す
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得条項付種類株式に係る預託株式数等の抹消に

ついて記載し、又は記録するとともに、当該取得

日に、これらの口座簿に当該預託株式数に対して

交付されるべき新株式につき当該会社の他の株

式として記載し、又は記録しなければならない。

2 第 26 条の規定は、全部取得することとなる株券

に係る預託株式数と当該預託株式数につき他の

株式として交付すべき株式の数が同数でない場

合に準用する。この場合において、同条第 1号中

「預託株式数に当該併合又は分割等の比率を乗

じて算出した」とあるのは「会社法第 108 条第 2

項第 6号ロの規定に基づき交付される」と、同号

及び第2号中「当該併合又は分割等の効力発生日」

とあるのは「取得日」と読み替えるものとする。

る株券に係る預託株式数と当該預託株式数につ

き新設分割により設立された会社の発行すべき

株式の数が同数でない場合に準用する。この場合

において、同条第 1号中「当該併合又は分割等の

比率」とあるのは「当該新設分割による株式の割

当比率」と、「当該併合又は分割等の効力発生日

の前営業日」とあるのは「商法第 374 条ノ 7第 1

項の規定により会社が定める一定の日」と読み替

えるものとする。 

  

 

 

第 30 条 削除 

（会社の吸収分割の場合における参加者口座簿等

の記載又は記録の変更） 

第 30 条 会社が吸収分割を行った場合は、機構及

び参加者は、当該吸収分割の登記日の翌日に、参

加者口座簿又は顧客口座簿に当該預託株式数に

対して発行されるべき新株式につき、当該吸収分

割により営業を承継した会社の株式として記載

し、又は記録しなければならない。 

2 第 26 条の規定は、吸収分割をする会社の発行す

る株券に係る預託株式数と当該預託株式数につ

き吸収分割により営業を承継した会社の発行す

べき新株式の数が同数でない場合に準用する。こ

の場合において、同条第 1号中「当該併合又は分

割等の比率」とあるのは「当該吸収分割による新

株式の割当比率」と、「当該併合又は分割等の効

力発生日の前営業日」とあるのは「商法第 374 条

ノ 31 第 3 項において準用する第 374 条ノ 7 第 1

項の規定により会社が定める一定の日」と読み替

えるものとする。 

  

（会社からの預託前株券等の預入れ） 

第 31 条 規程第 42 条第 1項の規定により会社（株

主名簿管理人を置く場合は、当該株主名簿管理

人。以下この目において同じ。）が行う預託前株

券等の預入れは、預入れ日の午前 9 時から午前

（会社からの預託前株券等の預入れ） 

第 31 条 規程第 42 条第 1項の規定により会社（名

義書換代理人を置く場合は、当該名義書換代理

人。以下この目において同じ。）が行う預託前株

券等の預入れは、預入れ日の午前 9 時から午前
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10 時までの間に行う。この場合において、当該

預託前株券等には所定の預入れ票及び同項に規

定する参加者の取扱株式数を記載した所定の預

託票を添付する。 

2・3 （略） 

10 時までの間に行う。この場合において、当該

預託前株券等には所定の預入れ票及び同項に規

定する参加者の取扱株式数を記載した所定の預

託票を添付する。 

2・3 （略） 

  

（保険相互会社からの準備株券の受領） 

第 34 条 機構は、規程第 49 条第 1項の規定により

保険相互会社（株主名簿管理人を置く場合は、当

該株主名簿管理人。以下この目において同じ。）

から準備株券を受領する場合、受領日の午前 9時

から午前 10 時までの間に行う。この場合におい

て、機構は保険相互会社から所定の準備株券保管

通知票の提出を受ける。 

（保険相互会社からの準備株券の受領） 

第 34 条 機構は、規程第 49 条第 1項の規定により

保険相互会社（名義書換代理人を置く場合は、当

該名義書換代理人。以下同じ。）から準備株券を

受領する場合、受領日の午前 9 時から午前 10 時

までの間に行う。この場合において、機構は保険

相互会社から所定の準備株券保管通知票の提出

を受ける。 

  

（参加者が連帯して行う預託株券の不足の補てん）

第 40条の 4 規程第 64条第 2項に規定する参加者

（以下この条において単に「参加者」という。）

が行う預託株券の不足の補てんは、次に定めると

ころにより行うものとする。 

 (1) （略） 

 (2) 第二次補てん 

   次の算式により算出された金額（1円に満た

ない端数が生じた場合は、切り上げた額）とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参加者が連帯して行う預託株券の不足の補てん）

第 40条の 4 規程第 64条第 2項に規定する参加者

（以下この条において単に「参加者」という。）

が行う預託株券の不足の補てんは、次に定めると

ころにより行うものとする。 

 (1) （略） 

 (2) 第二次補てん 

   次の算式により算出された金額（1円に満た

ない端数が生じた場合は、切り上げた額）とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生日における預
託株券の銘柄につき、参
加者ごとの事故発生日
から起算して直前1年間
預託株券の株式の数（商
法第 221 条第 1項に規定
する一単元の株式の数
が、1,000 株以外の場合
には、当該一単元の株式
の数で除して得た株式
の数、一単元の株式の数
を定めていない銘柄に
ついては、当該銘柄の預
託株券の株式の数に
1,000 を乗じて得た株式
の数）の総数 

（a）の合計 

･･･(a) 
当該期間の機構の営業
日数（休業日以外の日数
をいう。事故発生日から
起算して直前 1 年間に
おいて参加者口座を開
設した参加者は、当該参
加者口座開設日から事
故発生日までの間の機
構の営業日数） 

参 加 者
補 て ん
総 額 －
前 号 の
規 定 に
よ り 支
払 わ れ
た 第 一
次 補 て
ん に 係
る 金 銭
の総額 

参
加
者
ご
と
の
補
て
ん
額 

＝ ×

当該期間の機構の営業
日数（休業日以外の日
数をいう。事故発生日
から起算して直前 1 年
間において参加者口座
を開設した参加者は、
当該参加者口座開設日
から事故発生日までの
間の機構の営業日数）

参加者
補てん
総額－
前号の
規定に
より支
払われ
た第一
次補て
んに係
る金銭
の総額 

参
加
者
ご
と
の
補
て
ん
額 （a）の合計 

･･･(a) 

×＝

事故発生日における預
託株券の銘柄につき、参
加者ごとの事故発生日
から起算して直前1年間
預託株券の株式の数（単
元株式数が、1,000 株以
外の場合には、当該単元
株式数で除して得た株
式の数、単元株式数を定
めていない銘柄につい
ては、当該銘柄の預託株
券の株式の数に1,000を
乗じて得た株式の数）の
総数
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2～5 （略） 

6 前項の場合において、法律の規定に基づく破産

手続開始、再生手続開始又は更生手続開始等の申

立てがなされ、当該金銭を支払えないと認められ

る一の参加者（以下この項において「破綻参加者」

という。）があったときは、機構は、当該破綻参

加者が支払うべき金銭（当該破綻参加者が実際に

支払った金銭を除く。）を、破綻参加者以外の参

加者が支払う第二次補てんに係る金銭の総額に

加え、その合計額を基に第 1項第 2号に規定する

算式により破綻参加者以外の参加者ごとの第二

次補てんに係る金額を算出し、前項に規定する金

額を差し引いた額を破綻参加者以外の参加者に

通知し、当該参加者は、当該通知に係る金銭を、

機構が定める日までに、機構に対し支払うものと

する。 

2～5 （略） 

6 前項の場合において、法律の規定に基づく破産

手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は整理

開始等の申立てがなされ、当該金銭を支払えない

と認められる一の参加者（以下この項において

「破綻参加者」という。）があったときは、機構

は、当該破綻参加者が支払うべき金銭（当該破綻

参加者が実際に支払った金銭を除く。）を、破綻

参加者以外の参加者が支払う第二次補てんに係

る金銭の総額に加え、その合計額を基に第 1項第

2号に規定する算式により破綻参加者以外の参加

者ごとの第二次補てんに係る金額を算出し、前項

に規定する金額を差し引いた額を破綻参加者以

外の参加者に通知し、当該参加者は、当該通知に

係る金銭を、機構が定める日までに、機構に対し

支払うものとする。 

  

（振替を制限する日の取扱い） 

第54条 規程第72条の規定により振替をしない日

として機構が指定する日は、原則として参加者が

機構に対し第 26 条第 1号（第 27 条第 2項、第 4

項及び第 6 項並びに第 28 条第 2 項、第 4 項及び

第 6 項並びに第 29 条第 2 項において準用する場

合を含む。）の規定により申告をすることとする

日とする。 

2 （略） 

（振替を制限する日の取扱い） 

第54条 規程第72条の規定により振替をしない日

として機構が指定する日は、原則として参加者が

機構に対し第 26 条第 1 号（第 27 条第 2 項、第

28 条第 2 項、第 29 条第 2 項及び第 30 条第 2 項

において準用する場合を含む。）の規定により申

告をすることとする日とする。 

 

2 （略） 

  

（株券の交付の取扱い） 

第 60 条 （略） 

2 機構が行う株券の交付は、機構が特に必要があ

ると認める場合を除き、1株券（定款で単元株式

数を定める会社の株式にあっては当該単元株式

数を表象する株券）を引き渡すことにより行う。

3 （略） 

（株券の交付の取扱い） 

第 60 条 （略） 

2 機構が行う株券の交付は、機構が特に必要があ

ると認める場合を除き、1株券（定款で 1単元の

株式の数を定める会社の株式にあっては 1 単元

の株式の数の株券）を引き渡すことにより行う。

3 （略） 

  

（大口交付の取扱い） 

第 60 条の 2 参加者等は、第 55 条の規定にかかわ

らず、20 万株（定款で単元株式数を定める会社

の株式にあっては 20 万株に当該単元株式数を乗

じた株数）を超える株券の交付を請求する場合

（大口交付の取扱い） 

第 60 条の 2 参加者等は、第 55 条の規定にかかわ

らず、20 万株（定款で 1 単元の株式の数を定め

る会社の株式にあっては 20 万株に当該 1 単元の

株式の数を乗じた株数）を超える株券の交付を請
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は、当該株券の銘柄及び株式数等を、事前に書面

により機構に報告し、機構は、当該交付に係る交

付日及び交付の方法を当該参加者等に通知する。

求する場合は、当該株券の銘柄及び株式数等を、

事前に書面により機構に報告し、機構は、当該交

付に係る交付日及び交付の方法を当該参加者等

に通知する。 

  

（自己株式消却に係る交付の取扱い） 

第 60 条の 3 参加者（会社の株主名簿管理人に限

る。）は、機構が当該会社の預託株券につき会社

法第 217 条 第 1 項の規定による申出をしている

株式数の範囲内において当該会社が同法第 178

条に規定する自己株式の消却を行う場合は、第 55

条の規定にかかわらず、機構の定める自己株式消

却通知書（兼交付請求書）を機構に対して提出す

ることにより交付請求をすることができる。 

2 前項の規定は、会社が合併、吸収分割、新設分

割、株式交換又は株式移転により当該会社の自己

株式に対して存続会社、承継会社又は新設会社の

株式が割り当てられない場合における参加者が

行う交付請求について準用する。 

（自己株式消却に係る交付の取扱い） 

第 60 条の 3 参加者（会社の名義書換代理人に限

る。）は、機構が当該会社の預託株券につき商法

第 226 条ノ 2 第 1 項の規定による申出をしてい

る株式数の範囲内において当該会社が商法第212 

条に規定する自己株式の消却を行う場合は、第

55 条の規定にかかわらず、機構の定める自己株

式消却通知書（兼交付請求書）を機構に対して提

出することにより交付請求をすることができる。

（新設） 

  

（単元未満株式の買取請求の取次ぎ） 

第 62 条 （略） 

2 （略） 

3 機構は、参加者から前項に規定する単元未満株

式買取請求書の提出を受けた場合は、その日から

起算して 3 営業日目の日に株券に単元未満株式

買取請求書及び単元未満株式買取請求内容書を

添付して会社（株主名簿管理人を置く場合は、当

該株主名簿管理人。以下この目において同じ。）

へ提出する。この場合において、当該買取請求株

式数が機構名義株式で株券が発行されていない

ものの数以下であるときは、機構は、株券を提出

しないことができる。 

4～6 （略） 

（単元未満株式の買取請求の取次ぎ） 

第 62 条 （略） 

2 （略） 

3 機構は、参加者から前項に規定する単元未満株

式買取請求書の提出を受けた場合は、その日から

起算して 3 営業日目の日に株券に単元未満株式

買取請求書及び単元未満株式買取請求内容書を

添付して会社へ提出する。この場合において、当

該買取請求株式数が機構名義株式で株券が発行

されていないものの数以下であるときは、機構

は、株券を提出しないことができる。 

 

 

4～6 （略） 

  

（単元未満株式の売渡請求に係る情報の周知等） 

第 62 条の 2 会社は、予め単元未満株式の売渡請

求の受付開始日を機構に通知するものとし、機構

は各会社の受付状況を参加者に周知する。 

 

（単元未満株式の買増請求に係る情報の周知等） 

第 62 条の 2 会社（会社又はその名義書換代理人

をいう。以下この条において同じ。）は、予め単

元未満株式の買増請求の受付開始日を機構に通

知するものとし、機構は各会社の受付状況を参加
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2 会社は、次条第 4 項第 1 号に掲げる場合以外の

事由により、売渡請求の受付停止期間を設けた場

合は、予めその旨を機構に通知しなければならな

い。この場合において、機構は、その内容を速や

かに参加者に周知する。 

者に周知する。 

2 会社は、次条第 4 項第 1 号に掲げる場合以外の

事由により、買増請求の受付停止期間を設けた場

合は、予めその旨を機構に通知しなければならな

い。この場合において、機構は、その内容を速や

かに参加者に周知する。 

  

（単元未満株式の売渡請求の取次ぎ） 

第 62 条の 3 参加者は、実質株主である顧客から

の実質株主名簿に記載又は記録のある単元未満

株式の売渡請求の取次ぎに応じた場合は、顧客口

座簿の記載又は記録を確認のうえ、速やかに機構

に取り次がなければならない。 

2 参加者は、参加者自己分の実質株主名簿に記載

又は記録のある単元未満株式について売渡請求

をする場合又は前項の規定による売渡請求を取

り次ぐ場合は、機構に対し所定の単元未満株式売

渡請求書及び単元未満株式売渡請求総括表を午

前 9 時から午後 3 時 30 分までの間（正午から午

後 1 時までの間を除く。）に機構へ提出しなけれ

ばならない。 

3 機構は、参加者から前項に規定する単元未満株

式売渡請求書及び単元未満株式売渡請求総括表

の提出を受けた場合は、その日から起算して 3営

業日目の日に単元未満株式売渡請求書及び単元

未満株式売渡請求内容書を会社へ提出する。 

 

4 機構は、次に掲げる場合は、原則として当該各

号に定める期間につき、単元未満株式の売渡請求

の取次ぎの受付を停止する。 

(1) （略） 

(2) 前号のほか、会社が必要と認めて売渡請求の

受付停止期間を設けた場合 

原則として、会社が定める受付停止期間の始

期の前営業日から終期の2営業日前の日までの

期間 

（単元未満株式の買増請求の取次ぎ） 

第 62 条の 3 参加者は、実質株主である顧客から

の実質株主名簿に記載又は記録のある単元未満

株式の買増請求の取次ぎに応じた場合は、顧客口

座簿の記載又は記録を確認のうえ、速やかに機構

に取り次がなければならない。 

2 参加者は、参加者自己分の実質株主名簿に記載

又は記録のある単元未満株式について買増請求

をする場合又は前項の規定による買増請求を取

り次ぐ場合は、機構に対し所定の単元未満株式買

増請求書及び単元未満株式買増請求総括表を午

前 9 時から午後 3 時 30 分までの間（正午から午

後 1 時までの間を除く。）に機構へ提出しなけれ

ばならない。 

3 機構は、参加者から前項に規定する単元未満株

式買増請求書及び買増請求総括表の提出を受け

た場合は、その日から起算して 3営業日目の日に

単元未満株式買増請求書及び単元未満株式買増

請求内容書（この条において「買増請求書類」と

いう。）を会社へ提出する。 

4 機構は、次に掲げる場合は、原則として当該各

号に定める期間につき、単元未満株式の買増請求

の取次ぎの受付を停止する。 

(1) （略） 

(2) 前号のほか、会社が必要と認めて買増請求の

受付停止期間を設けた場合 

原則として、会社が定める受付停止期間の始

期の前営業日から終期の 2 営業日前の日まで

の期間 

  

（実質株主報告の免除） 

第 65 条の 2 次の各号に掲げる参加者は、あらか

じめ所定の書面をもって機構に申し出ることに

（実質株主報告の免除） 

第 65 条の 2 次の各号に掲げる参加者は、あらか

じめ所定の書面をもって機構に申し出ることに
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より、当該各号に定める口座の預託株券に係る前

条の報告を行わないことができる。 

 (1) （略） 

 (2) 発行会社の株主名簿管理人となっている参

加者 

   第 9 条第 2項第 7号に規定する口座 

より、当該各号に定める口座の預託株券に係る前

条の報告を行わないことができる。 

 (1) （略） 

 (2) 発行会社の名義書換代理人となっている参

加者 

   第 9 条第 2項第 7号に規定する口座 

  

（実質株主通知） 

第 67 条 機構は、第 65 条の規定により参加者から

報告された実質株主報告の内容を当該参加者の

口座残高等と照合するとともに、銘柄ごとに編集

し、当該実質株主通知に係る権利確定日等の翌営

業日から起算して 6営業日目の日に会社・機構間

ファイル伝送により会社（株主名簿管理人を置く

場合は、当該株主名簿管理人。以下この節におい

て同じ。）に通知する。 

（実質株主通知） 

第 67 条 機構は、第 65 条の規定により参加者から

報告された実質株主報告の内容を当該参加者の

口座残高等と照合するとともに、銘柄ごとに編集

し、当該実質株主通知に係る権利確定日等の翌営

業日から起算して 6営業日目の日に会社・機構間

ファイル伝送により会社に通知する。 

  

（新株予約権付社債券の場合の読替え） 

第 75 条 新株予約権付社債券について規程第 88

条第 1項の規定により規程第4章第 1節の規定を

準用する。この場合において「公募又は売出し」

とあるのは「公募」と、「預託前株券等」とある

のは「準備新株予約権付社債券」と、「募集又は

売出し」とあるのは「募集」と、「預託株券の株

式の数」とあるのは「預託券面の総額」と読み替

えるほか、次の表の左欄に掲げる規程の規定中の

字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表

の右欄の字句と読み替えるものとする。 

 

読み替え

る規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

又は売出しに係る株券 に係る新株予約権

付社債券 

第 41 条 

準備株券（会社の成立

後又は新株の払込期日

以後株券として発行さ

れる予定のもので、会

社法第 216 条に規定す

る事項を記載したもの

をいう。以下同じ。）及

び株券（以下これらの

準備株券及び株券を併

せて「預託前株券等」

という。）のうち、次に

掲げるもの 

準備新株予約権付

社債券（払込期日

以後新株予約権付

社債券として発行

されるもので、会

社法第 292 条第 1

項に規定する事項

を記載したものを

いう。以下同じ。）

（新株予約権付社債券の場合の読替え） 

第 75 条 新株予約権付社債券について規程第 88

条第 1項の規定により規程第4章第 1節の規定を

準用する。この場合において「公募又は売出し」

とあるのは「公募」と、「預託前株券等」とある

のは「準備新株予約権付社債券」と、「募集又は

売出し」とあるのは「募集」と、「預託株券の株

式の数」とあるのは「預託券面の総額」と読み替

えるほか、次の表の左欄に掲げる規程の規定中の

字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表

の右欄の字句と読み替えるものとする。 

 

読み替え

る規定
読み替えられる字句 読み替える字句 

又は売出しに係る株券 に係る新株予約権

付社債券 

第 41 条 

準備株券（会社の成立

後又は新株の払込期日

以後株券として発行さ

れる予定のもので、商

法第 225 条に規定する

事項を記載したものを

いう。以下同じ。）及び

株券（以下これらの準

備株券及び株券を併せ

て「預託前株券等」と

いう。）のうち、次に掲

げるもの 

準備新株予約権付

社債券（払込期日

以後新株予約権付

社債券として発行

されるもので、商

法第 341 条ノ 8 第

2 項に規定する事

項を記載したもの

をいう。以下同

じ。） 
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上場日の 3 営業日前の

日 
上場日の前営業日

第 42条第

1項 

会社（株主名簿管理人

を置く場合は、当該株

主名簿管理人。以下こ

の目において同じ。） 

会社（当該新株予

約権付社債券の発

行事務につき、会

社から代行の委託

を受けた発行事務

代行会社を含む。

以下この目におい

て同じ。） 
 

上場日の 3 営業日前の

日 
上場日の前営業日

第42条第

1項 

会社（名義書換代理人

を置く場合は、当該名

義書換代理人。以下こ

の目において同じ。） 

会社（当該新株予

約権付社債券の発

行事務につき、会

社から代行の委託

を受けた発行事務

代行会社を含む。

以下この目におい

て同じ。） 
 

  

（準用規定） 

第 76 条 前章第 1節（第 22 条第 3項から第 7項ま

で、第 24 条、第 24 条の 2、第 1款第 3目から第

6 目まで、第 39 条の 2、第 40 条の 2 第 1 号、第

4 号、第 5 号及び第 7 号、第 2 款第 2 目、第 59

条、第 60 条第 2項及び第 3項、第 60 条の 2、第

60 条の 3、第 3 款第 2 目及び第 3 目並びに第 62

条の 7及び第 62 条の 9を除く。）の規定は、新株

予約権付社債券について準用する。 

（準用規定） 

第 76 条 前章第 1節（第 22 条第 3項から第 7項ま

で、第 24 条、第 24 条の 2、第 1款第 3目から第

6 目まで、第 39 条の 2、第 40 条の 2 第 1 号、第

4 号、第 5 号及び第 7 号、第 2 款第 2 目、第 59

条、第 60 条第 2項及び第 3項、第 60 条の 2、第

3 款第 2 目及び第 3 目並びに第 62 条の 7 及び第

62 条の 9を除く。）の規定は、新株予約権付社債

券について準用する。 

  

（元利金支払事務取扱参加者の届出事項） 

第 89 条 規程第 94 条第 1 項に規定する元利金支

払事務取扱参加者は、当該元利金支払事務取扱参

加者が元利金支払事務を受託した新株予約権付

社債券（規程第 9条第 4号に規定する新株予約権

付社債券については社債管理者を設置している

場合に限る。以下この節において同じ。）の上場

日（機構が別に指定する場合は、当該指定日）ま

でに、元利金支払基金の受入れに使用する銀行口

座等（以下「元利金支払基金入金口座」という。）

を、機構に対し所定の書面により届け出なければ

ならない。 

（元利金支払事務取扱参加者の届出事項） 

第 89 条 規程第 94 条第 1 項に規定する元利金支

払事務取扱参加者は、当該元利金支払事務取扱参

加者が元利金支払事務を受託した新株予約権付

社債券（規程第 9条第 4号に規定する新株予約権

付社債券については社債管理会社を設置してい

る場合に限る。以下この節において同じ。）の上

場日（機構が別に指定する場合は、当該指定日）

までに、元利金支払基金の受入れに使用する銀行

口座等（以下「元利金支払基金入金口座」という。）

を、機構に対し所定の書面により届け出なければ

ならない。 

  

（支払内容の証明） 

第 93 条 機構は、代表社債管理者から預託新株予

約権付社債券に係る元利金支払事務取扱参加者

の支払内容について照会を受けた場合は、当該元

利金支払事務取扱参加者に事情を聴取のうえ、当

該代表社債管理者に対して当該元利金支払事務

取扱参加者の支払内容に関する証明書を発行す

る。 

（支払内容の証明） 

第 93 条 機構は、代表社債管理会社から預託新株

予約権付社債券に係る元利金支払事務取扱参加

者の支払内容について照会を受けた場合は、当該

元利金支払事務取扱参加者に事情を聴取のうえ、

当該代表社債管理会社に対して当該元利金支払

事務取扱参加者の支払内容に関する証明書を発

行する。 
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（投資証券の場合の読替え） 

第95条 投資証券について規程第98条第1項の規

定により規程第 4章の規定を準用する場合は、こ

れらの規定中「会社法第 124 条第 1項」とあるの

は「投資信託及び投資法人に関する法律第 77 条

の 3第 2項」と読み替えるほか、次の表の左欄に

掲げる規程の規定中の字句で同表の中欄に掲げ

るものは、それぞれ同表の右欄の字句と読み替え

るものとする。 

 

 

読み替え

る規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

第 40 条見

出し 

交付 発行 

第 40 条 取得条項付株式若しく

は全部取得条項付種類

（会社法第 171 条第 1

項に規定する全部取得

条項付種類株式をい

う。）の取得、株式の併

合若しくは分割、株式

無償割当て（同法第185

条に規定する株式無償

割当てをいう。）会社の

合併、株式交換若しく

は株式移転による株式

の交付又は株主に募集

株式の割当てを受ける

権利を与えてする株式

の交付 

投資口の併合若し

くは分割又は投資

法人の合併による

投資口の発行 

第 41 条 会社法第 216 条 投資信託及び投資

法人に関する法律

第 85 条第 2項 

第 46 条 （略） （略） 

会社法第 124 条第 1項 投資信託及び投資

法人に関する法律

第77条の3第2項

第 53 条 

会社法第 749 条第 1 項

第 6 号、第 758 条第 7

号若しくは第 768 条第

1 項第 6 号に規定する

効力発生日又は同法第

180 条第 2 項第 2 号、

第 754条第 1項、第 764

条第 1 項若しくは第

774 条第 1 項に規定す

る日 

投資法人の合併が

その効力を生ずる

日若しくは合併に

より設立した投資

法人の成立の日又

は投資口の併合が

その効力を生ずる

日 

（投資証券の場合の読替え） 

第95条 投資証券について規程第98条第1項の規

定により規程第 4章の規定を準用する場合は、こ

れらの規定中「商法第 224 条ノ 3第 1項」とある

のは「投資信託及び投資法人に関する法律第 82

条第 3項において準用する商法第 224条ノ 3第 1

項」と読み替えるほか、次の表の左欄に掲げる規

程の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、

それぞれ同表の右欄の字句と読み替えるものと

する。 

 

読み替え

る規定
読み替えられる字句 読み替える字句 

（新設） 

第 40 条 株式の併合、分割若し

くは転換（次条第 1項

の請求によるものを

除く。）、会社の株式交

換、株式移転、合併若

しくは分割による株

式の発行又は株主に

新株の引受権を与え

てする株式の発行（新

株引受権証書が発行

された場合を除く。） 

投資口の併合（商法

第215条第1項及び

第 2 項の規定を準

用 す る 場 合 に 限

る。）、分割若しくは

合併による投資口

の発行 

第 41 条 商法第 225 条 投資信託及び投資

法人に関する法律

第 83 条第 1項 

第 46 条 （略） （略） 

第 53 条 商法第 219 条第 1項、

第 224 条ノ 3 第 1項、

第 280 条ノ 4 第 3 項

（同法第 280 条ノ 25

第3項及び第341条ノ

15 第 4 項において準

用する場合を含む。）

又は第 374 条ノ 7第 1

項（同法第 374 条ノ

31 第 3 項において準

用する場合を含む。） 

投資信託及び投資

法人に関する法律

第 87 条第 3 項、同

法第 82 条第 3 項に

おいて準用する商

法第 224条ノ 3第 1

項 
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 経過した日（会社が会

社法第 454 条第 5 項に

規定する中間配当に係

る基準日定めたときの

当該基準日を除く。） 

経過した日 

 （削る） （削る） 

第 58 条 （略） （略） 

 会社法第 217 条第 1項 投資信託及び投資

法人に関する法律

第85条第3項にお

いて準用する会社

法第 217 条第 1 項

又は投資信託及び

投資法人に関する

法律第86条第2項

（略） 

第 81 条 （略） （略） 

基準日（会社法第 124

条第 1 項に規定する基

準日をいう。第 3 号に

おいて同じ。） 

基準日（投資信託

及び投資法人に関

する法律第 77 条

の 3 第 2 項に規定

する基準日をい

う。） 

 

会社法第 749 条第 1 項

第 6 号、第 758 条第 7

号若しくは第 768 条第

1 項第 6 号に規定する

効力発生日又は同法第

180 条第 2 項第 2 号、

第 754条第 1項、第 764

条第 1 項若しくは第

774 条第 1 項に規定す

る日 

投資法人の合併が

その効力を生ずる

日若しくは合併に

より設立した投資

法人の成立の日又

は投資口の併合が

その効力を生ずる

日 

（略）  

 経過した日（当該会社

が商法第293条ノ5第

1項の規定により定款

をもって営業年度中

の一定の日を定めて

いる場合にあっては、

営業年度ごとのその

日（前号に該当する場

合を除く。）。） 

経過した日 

 併合、分割等 併合（商法第 215 条

第1項及び第2項の

規定を準用する場

合に限る。）、分割等

第 58 条 （略） （略） 

 商法第 226 条ノ 2第 1

項 

投資信託及び投資

法人に関する法律

第 83 条第 5 項にお

いて準用する商法

第226条ノ2第1項

（略） 

第 81 条 （略） （略） 

（新設） （新設）  

商法第 219 条第 1項、

第 280 条ノ 4 第 3 項

（同法第 280 条ノ 25

第3項及び第341条ノ

15 第 4 項において準

用する場合を含む。）

及び第 374 条ノ 7第 1

項（同法第 374 条ノ

31 第 3 項において準

用する場合を含む。） 

投資信託及び投資

法人に関する法律

第 87 条第 3項 

（略）  

  

（準用規定） 

第 96 条 第 4章（第 22 条第 3項から第 7項まで、

第 24 条、第 24 条の 2、第 27 条第 3 項から第 6

項まで、第 28 条第 3項から第 6項まで、第 29 条、

第 1 節第 1 款第 5 目、第 39 条の 2、第 40 条の 2

第 1号、第 60 条の 2、第 60 条の 3及び第 1節第

3 款第 3 目を除く。）の規定は、投資証券につい

て準用する。 

 

 

2 （略） 

（準用規定） 

第 96 条 第 4章（第 22 条第 3項から第 7項まで、

第 24 条、第 24 条の 2、第 28 条から第 30 条まで、

第 1 節第 1 款第 5 目、第 39 条の 2、第 40 条の 2

第 1 号、第 60 条の 2 及び第 1 節第 3 款第 3 目を

除く。）の規定は、投資証券について準用する。

この場合において、「併合又は分割等」とあるの

は「併合（商法第 215 条第 1項及び第 2項の規定

を準用する場合に限る。）又は分割等」と読み替

えるものとする。 

2 （略） 
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読み替え

る規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

第 25 条見

出し 

交付 発行 

第 25 条 合併、株式交換若しく

は株式移転による株

式の交付又は株主に

募集株式の割当てを

受ける新株の引受権

を与えてする株式の

交付による 

合併による投資口

の発行による 

第 27 条見

出し 

吸収合併、吸収分割又

は株式交換 

吸収合併 

第 27 条第

2項 

会社法第 749 条第 1項

第 6号に規定する効力

発生日 

投資法人の合併が

その効力を生ずる

日 

第 28 条見

出し 

新設合併、新設分割又

は株式移転 

新設合併 

第 28 条第

2項 

会社法第 754 条第 1項

に規定する日 

合併により設立し

た投資法人の成立

の日 

第 54 条 第 26 条第 1 号（第 27

条第 2項、第 4項及び

第 6 項並びに第 28 条

第 2項、第 4 項及び第

6項並びに第 29 条第 2

項 

第 26 条第 1号（第

27 条第 2 項及び第

28 条第 2項 

（略） 

第 60条第

2項 

1 株券（定款で単元株

式数を定める会社の

株式にあっては当該

単元株式数を表象す

る株券） 

証券取引所が定め

る売買単位の投資

口の数の投資証券 

（略）  

 

読み替え

る規定
読み替えられる字句 読み替える字句 

（新設） 

第 25 条 株式交換、株式移転、

合併又は分割 

合併 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

第 54 条 第 26 条第 1 号（第 27

条第 2項、第 28 条第 2

項、第 29 条第 2 項及

び第 30 条第 2 項にお

いて準用する場合を

含む。） 

第 26 条第 1号（第

27 条第 2 項におい

て準用する場合を

含む。） 

（略） 

第 60 条第

2項 

1 株券（定款で 1 単元

の株式の数を定める

会社の株式にあって

は 1単元の株式の数の

株券） 

証券取引所が定め

る売買単位の投資

口の数の投資証券 

（略）  

  

（協同組織金融機関の優先出資証券の場合の読替

え） 

第 97 条 協同組織金融機関の優先出資証券につい

て規程第100条第1項の規定により規程第4章の

規定を準用する場合は、これらの規定中「会社法

第 124 条第 1項」とあるのは「協同組織金融機関

優先出資法第 26 条において準用する会社法第

124 条第 1項」と読み替えるほか、次の表の左欄

に掲げる規程の規定中の字句で同表の中欄に掲

げるものは、それぞれ同表の右欄の字句と読み替

えるものとする。 

 

読み替え

る規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

第 40 条見

出し 

交付 発行 

（協同組織金融機関の優先出資証券の場合の読替

え） 

第 97 条 協同組織金融機関の優先出資証券につい

て規程第100条第1項の規定により規程第4章の

規定を準用する場合は、これらの規定中「商法第

224 条ノ 3第 1項」とあるのは「協同組織金融機

関優先出資法第 25 条において準用する商法第

224 条ノ 3第 1項」と読み替えるほか、次の表の

左欄に掲げる規程の規定中の字句で同表の中欄

に掲げるものは、それぞれ同表の右欄の字句と読

み替えるものとする。 

 

読み替え

る規定
読み替えられる字句 読み替える字句 

（新設） 
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第 40 条 取得条項付株式若しく

は全部取得条項付種類

（会社法第 171 条第 1

項に規定する全部取得

条項付種類株式をい

う。）の取得、株式の併

合若しくは分割、株式

無償割当て（同法第

185 条に規定する株式

無償割当てをいう。）会

社の合併、株式交換若

しくは株式移転による

株式の交付又は株主に

募集株式の割当てを受

ける権利を与えてする

株式の交付 

優先出資の分割若

しくは協同組織金

融機関（商工組合

中央金庫を除く。）

の合併による優先

出資の発行又は優

先出資者に募集優

先出資の割当てを

受ける権利を与え

てする優先出資の

発行 

第 41 条 会社法第 216 条 協同組織金融機関

優先出資法第30条

第 46 条 （略） （略） 

会社法第 124 条第 1項 協同組織金融機関

優先出資法第26条

において準用する

会社法第 124 条第

1項 

会社法第 749 条第 1 項

第 6 号、第 758 条第 7

号若しくは第 768 条第

1 項第 6 号に規定する

効力発生日又は同法第

180 条第 2 項第 2 号、

第754条第 1項、第764

条第 1 項若しくは第

774 条第 1 項に規定す

る日 

合併がその効力を

生ずる日又は合併

により設立した協

同組織金融機関の

成立の日 

第 53 条 

（削る） （削る） 

 経過した日（会社が会

社法第 454 条第 5 項に

規定する中間配当に係

る基準日定めたときの

当該基準日を除く。） 

経過した日 

 併合、分割等 消却、分割等 

第 58 条 法第 28 条 法第39条の5にお

いて準用する法第

28 条第 1 項又は第

3項 

 会社法第 217 条第 1項 協同組織金融機関

優先出資法第31条

において準用する

会社法第 217 条第

1項 

第 40 条 株式の併合、分割若し

くは転換（次条第 1項

の請求によるものを

除く。）、会社の株式交

換、株式移転、合併若

しくは分割による株

式の発行又は株主に

新株の引受権を与え

てする株式の発行（新

株引受権証書が発行

された場合を除く。） 

優先出資の消却

（商法第 215 条第

1 項及び第 2 項の

規定を準用する場

合に限る。）、分割

若しくは合併によ

る優先出資の発行

又は優先出資者に

優先出資の引受権

を与えてする優先

出資の発行（協同

組織金融機関優先

出資法に規定する

優先出資引受権証

書が発行された場

合を除く。） 

第 41 条 商法第 225 条 協同組織金融機関

優先出資法第29条

第 46 条 （略） （略） 

商法第 219 条第 1項、

第 224 条ノ 3 第 1項、

第280条ノ4第3項（同

法第 280 条ノ 25 第 3

項及び第 341 条ノ 15

第 4項において準用す

る場合を含む。）又は

第374条ノ7第1項（同

法第 374 条ノ 31 第 3

項において準用する

場合を含む。） 

協同組織金融機関

優先出資法第16条

第 5 項において準

用する商法第 219

条第 1 項、協同組

織金融機関優先出

資法第25条におい

て準用する商法第

224条ノ3第1項及

び協同組織金融機

関優先出資法第 6

条第 5 項において

準用する商法第

280 条ノ 4 第 3 項 

第 53 条 

営業年度 事業年度 

 経過した日（当該会社

が商法第 293 条ノ 5第

1 項の規定により定款

をもって営業年度中

の一定の日を定めて

いる場合にあっては、

営業年度ごとのその

日（前号に該当する場

合を除く。）。） 

経過した日 

 併合、分割等 消却（商法第 215

条第 1 項及び第 2

項の規定を準用す

る場合に限る。）、

分割等 

第 58 条 法第 28 条 法第 39 条の 5 第 1

項において準用す

る法第28条第1項

又は第 3項 

 商法第 226 条ノ 2 第 1

項 

協同組織金融機関

優先出資法第30条

において準用する

商法第 226 条ノ 2

第 1項 
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基準日（会社法第 124

条第 1 項に規定する基

準日をいう。第 3 号に

おいて同じ。） 

基準日（協同組織

金融機関優先出資

法第30条において

準用する会社法第

124 条第 1 項に規

定する基準日をい

う。第 3 号におい

て同じ。） 

第 81 条 

会社法第 749 条第 1 項

第 6 号、第 758 条第 7

号若しくは第 768 条第

1 項第 6 号に規定する

効力発生日又は同法第

180 条第 2 項第 2 号、

第754条第 1項、第764

条第 1 項若しくは第

774 条第 1 項に規定す

る日 

合併がその効力を

生ずる日又は合併

により設立した協

同組織金融機関の

成立の日 

 （削る） （削る） 

 経過したとき（会社が

会社法第 454 条第 5 項

に規定する中間配当に

係る基準日を定めたと

きを除く。） 

経過したとき 

 実質株主 実質優先出資者 

第 82 条 （略） （略） 

第 85 条 法第 31 条第 5 項 法第39条の5にお

いて準用する法第

31 条第 5項  

第 81 条 商法第 219 条第 1項、

第280条ノ4第3項（同

法第 280 条ノ 25 第 3

項及び第 341 条ノ 15

第 4項において準用す

る場合を含む。）及び

第374条ノ7第1項（同

法第 374 条ノ 31 第 3

項において準用する

場合を含む。） 

協同組織金融機関

優先出資法第16条

第 5 項において準

用する商法第 219

条第 1 項及び協同

組織金融機関優先

出資法第 6 条第 5

項において準用す

る商法第 280 条ノ

4第 3項 

 営業年度 事業年度 

 経過したとき（当該会

社が商法第 293 条ノ 5

第 1項の規定により定

款をもって営業年度

中の一定の日を定め

ている場合にあって

は、営業年度ごとに、

その日が到来したと

き（第 1号に該当する

場合を除く。）。） 

経過したとき 

 実質株主（当該会社が

同項の規定により定

款をもって営業年度

中の一定の日を定め

ている場合にあって

は、営業年度ごとのそ

の日の実質株主） 

実質優先出資者 

第 82 条 （略） （略） 

第 85 条 法第 31 条第 5 項 法第 39 条の 5 第 1

項において準用す

る法第31条第5項 

  

（準用規定） 

第 98 条 第 4 章（第 22 条第 3 項及び第 7 項、第

24 条、第 24 条の 2、第 27 条第 3項から第 6項ま

で、第 28 条第 3項から第 6項まで、第 29 条、第

1節第 1款第 5目、第 39 条第 2号、第 39 条の 2、

第 59 条、第 60 条の 2、第 60 条の 3 及び第 1 節

第 3 款第 3 目を除く。）の規定は、協同組織金融

機関の優先出資証券について準用する。 

 

 

 

2 （略） 

（準用規定） 

第 98 条 第 4章（第 22 条第 3項から第 7項まで、

第 24 条、第 24 条の 2、第 28 条から第 30 条まで、

第 1節第 1款第 5目、第 39 条第 2号、第 39 条の

2、第 40 条の 2第 1号、第 59 条、第 60 条の 2及

び第 1 節第 3 款第 3 目を除く。）の規定は、協同

組織金融機関の優先出資証券について準用する。

この場合において、「併合又は分割等」とあるの

は「消却（商法第 215 条第 1項及び第 2項の規定

を準用する場合に限る。）又は分割等」と読み替

えるものとする。 

2 （略） 
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読み替え

る規定 
読み替えられる字句 読み替える字句 

第 25条見

出し 

交付 発行 

第 25 条 会社の合併、株式交換

若しくは株式移転によ

る株式の交付又は株主

に募集株式の割当てを

受ける新株の引受権を

与えてする株式の交付

による 

協同組織金融機

関（商工組合中央

金庫を除く。）の

合併又は優先出

資者に募集優先

出資の割当ての

新優先出資の引

受権を与えてす

る優先出資の発

行による 

第 27条見

出し 

吸収合併、吸収分割又

は株式交換 

吸収合併 

第 27条第

2項 

会社法第 749 条第 1 項

第 6 号に規定する効力

発生日 

合併がその効力

を生ずる日 

第 28条見

出し 

新設合併、新設分割又

は株式移転 

新設合併 

第 28条第

2項 

会社法第 754 条第 1 項

に規定する日 

合併により設立

した協同組織金

融機関の成立の

日 

第 54 条 第 26 条第 1 号（第 27

条第 2 項、第 4 項及び

第 6項並びに第 28 条第

2項、第 4項及び第 6項

並びに第 29 条第 2項 

第 26 条第 1号（第

27条第2項及び第

28 条第 2項 

第 64 条 法第 31 条第 3 項前段 法第 39 条の 5 に

おいて準用する

法第 31 条第 3 項

前段 

（略） 

第 73 条 法第 31 条第 5 項 法第 39 条の 5 に

おいて準用する

法第 31 条第 5 項  

読み替え

る規定
読み替えられる字句 読み替える字句 

（新設） 

第 25 条 株式交換、株式移転、

合併又は分割 

合併 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

第 64 条 法第 31 条第 3 項前段 法第 39 条の 5 第 1

項において準用す

る法第 31 条第 3項

前段 

（略） 

第 73 条 法第 31 条第 5 項 法第 39 条の 5 第 1

項において準用す

る法第 31 条第 3項 

  

  

附  則 

1 この改正規定は、会社法（平成 17 年法律第 86

号）の施行の日から施行する。 

2 この改正規定の施行の日前に合併契約書、分割

契約書、分割計画書、株式交換契約書又は株式移

転計画書が作成された合併、吸収分割、新設分割、

株式交換又は株式移転に係る参加者口座簿等の

記載又は記録の変更については、改正後の第 27

条及び第 28 条の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

 

  

 


